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教育委員会議事録 

日 時 令和７年９月 2 4 日（水）午後２時 0 0 分～午後３時 4 4 分  

場 所 教育委員会室 

出 席 委 員 教 育 長 渋 谷  正 宏 
 

委 員 對 馬  初 音 

 委 員 伊井 希志子 
 

委 員 前田 小百合 

 委 員 大 川  康 徳 
 

  

出 席 説 明 員 事 務 局 次 長 井 上  純 良 
 

学校整備・支援担当部長 髙 山  靖 

 生涯学習担当部長 武 井  浩 司 
 

庶 務 課 長 近 藤  高 成 

 学校ＩＣＴ担当課長 松 下  征 弘 
 

教育人事・指導課長 松 尾  了 

 
教育人事・指導課 
統括指導主事 

柿 添  剛 広 
 特別支援教育課長 

就 学 前 教 育 
支援センター所長 

有 坂  直 子 

 学校支援課長 中 曽 根  聡 
 

生涯学習推進課長 牛山 進一郎 

 済美教育センター所長 古 林  香 苗 
 

済美教育センター 
統括指導主事 

清 水  里 恵 

 済美教育センター 
統括指導主事 

齊 藤  敦 
 済美教育センター 

教育相談担当課長 岡 部  洋 右 

 中央図書館長 出 保  裕 次 
 

  

事 務 局 職 員 庶 務 係 長 倉 岡  直 哉  法規担当係長 荒 川  正 良 

 担 当 書 記 松尾 菜美子    

傍 聴 者 １名   
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会議に付した事件 

 

議案 

  議案第 7 9 号  杉並区立西宮中学校改築及び併設１施設建設工事設計

等業務受託者候補者選定委員会の設置について 

 

報告事項 

  （１）「令和７年度教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及

び評価（令和６年度分）」等に係る意見交換会の実施について 

  （２）区立学校における I C T 推進に関する取組の進捗状況等につい

て 

  （３）学校におけるハラスメントに関するアンケート調査の実施につ

いて（続報） 

  （４）西宮中学校改築及び（仮称）コミュニティふらっと宮前整備基

本計画の策定等について 

  （５）学校運営協議会委員の任命について 

  （６）杉並区教育委員会共催・後援名義使用承認について 

  （７）区立小学校に勤務する教員の逮捕について 

 

行政視察の実施報告 
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目次 
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教育長  定刻になりましたので、ただいまから令和７年第 1 5 回杉並区教

育委員会定例会を開催いたします。 

  それでは、本日の会議について、事務局より説明をお願いいたします。 

庶 務 課 長  本 日 の 議 事 録 署 名 委 員 に つ き ま し て は 、 教 育 長 よ り 事 前 に 前

田委員との指名がございましたので、よろしくお願いいたします。 

  本日の議事日程についてでございますが、議案１件、報告事項７件、

最後に行政視察の実施報告を予定してございます。 

  なお、本日は区議会総務財政委員会が開会中でございまして、そこに

出席している管理職が一部後ほど遅れて参加するという運びになってお

ります。 

  以上でございます。 

教育長  それでは、本日の議事に入りますが、議案第 7 9 号につきまして

は、杉並区情報公開条例第６条第１項第５号の規定による区の意思形成

過程上の案件となっております。したがいまして、議案第 7 9 号の審議

につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 1 4 条第

７項の規定により非公開としたいと思いますが、異議ございませんか。 

（「異議なし」の声） 

教育長  それでは異議がございませんので、そのようにいたします。 

  それでは、まず報告事項の聴取から行います。事務局より説明をお願

いします。 

庶務課長  それでは、報告事項１番「『令和７年度教育に関する事務の管

理及び執行の状況の点検及び評価（令和６年度分）』等に係る意見交換

会の実施について」、私からご説明を申し上げます。資料をご覧いただ

ければと思います。 

  まず、点検評価に関しましては、令和７年第８回教育委員会定例会で

決定した方針に基づき進めてございます。先般、学識経験者との意見交

換会を実施しましたので、その内容についてご報告するとともに、 1 0

月に点検評価等につきまして、教育委員会として決定する予定でござい

ますので、現段階の進捗状況を報告するものでございます。 

  分量も多いものですから、教育委員会で決定する前に情報提供を行う

ものでございます。 

  まず１番「点検及び評価等の対象」でございますが、（１）教育ビジ

ョン 2 0 2 2 推進計画に掲げる全ての方針・事業について、令和６年度の
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取組を評価してございます。併せて、（２）令和６年度「杉並区教育委

員会事務局等における不適切事案等の要因分析及び再発防止対策検討委

員会」で報告書にまとめた再発防止対策の取組を対象としてございます。 

  次に、「開催日時等」でございますが、日時と議題は記載のとおりで

ございます。有識者として昨年度点検評価と再発防止対策検討委員会に

ご協力を賜りました、文科省の国立政策研究所総括研究官の志々田まな

み様と、学校教育の専門家で他自治体の点検評価の経験も豊富でいらっ

しゃいます、国士舘大学体育学部教授の北神正行様のお二人にご参加を

いただいているところでございます。 

  次に、「学識経験者からの主な意見」でございますが、こちらは別紙

１、「点検及び評価への『学識経験者意見・質問一覧』」をご覧いただけ

ればと思います。中央の列には８月 2 8 日時点で、各課が様式１の成果

分析欄に記載した評価原文を入れてございます。その右の列には、それ

らに対する学識経験者からの意見質問を記載しております。 

  志々田様からは、主に様式１の各事業シートにどのような補足が必要

かなどのご助言を頂いています。北神様からは、主に８ページにありま

す、点検評価全体に対してご意見を頂戴しております。 

  そのご意見等を踏まえまして、更新したものが本日お配りした様式１

でございます。なお、反映を行わなかった項目は、別紙１の「意見・質

問」の欄に赤字で下線を付して表示してございます。 

  それでは、報告の表紙にお戻りいただければと思います。 

  ４番の「評価表（案）」でございますが、まず別途お配りしてござい

ます様式１をご覧ください。ビジョン推進計画全 3 8 事業の令和６年度

の取組について、どのようなことを行い、どのように計画事業に寄与し

ているのか、シート中央にございます取組項目の実績欄とその一段下に

ございます２番の「計画事業全体に対する評価」欄で評価を行ってござ

います。また、学識経験者からの意見・質問内容を反映したものという

形で作成しております。 

  続きまして、様式２と３についてでございます。様式２をご覧いただ

ければと思います。ビジョン推進計画の四つの基本方針につきまして、

中段にございます指標の令和６年度実績と、その下の２番の「基本方針

に対する評価」を記載しております。一つの基本方針に複数の事業、６

事業から 1 4 事業でございますが、こちらがひもづいているため、それ
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らを総括した評価を記載しております。 

  続きまして、様式３、教育各課の重点事業のデータをご覧いただけれ

ばと思います。ビジョン推進計画 3 8 事業の中で、各課が令和６年度に

重点的に行った取組を取り出し、当該事業の今後の方向性も併せ示して

ございます。学識経験者からは、様式２と３への意見・質問は特にござ

いませんでした。 

  点検評価の報告につきましては以上でございます。 

  次に再発防止対策への評価でございますが、まず紙ベースの資料、評

価表１から４と書かれているものを開けていただければと思います。 

  まず、「評価表の見方」、３分の１ページの上部にある枠内をご覧いた

だ け れ ば と 思 い ま す 。 こ の 評 価 表 は 、 令 和 ６ 年 度 に 報 告 書 を ま と め た

「不適切事案等再発防止対策への取組」を中間で評価するものでござい

ます。事案等は 1 1 件ほどございましたが、対策などが類似する四つの

グループに分類し、４枚の評価表にまとめております。内容はお手元の

様式のとおりでございます。 

  １番目の項目、「概要等」に関しましては、いずれの評価表でも報告

書から引用、要約した情報でございます。 

  次に、２番の「再発防止対策の評価」が今回行った評価でございます。

まず、（１）他の不適切事案等と共通する再発防止対策は、学校問題の

相談・支援体制の強化、リスクマネジメント研修の実施など、複数の事

案に共通する取組があるため、このような項目立てとさせていただいて

おります。共通する対策を対象としてございますけれども、取組実績や

課題が異なる部分があるため、基本的に各シートで評価を行っていると

いうことでご理解を頂ければと思います。 

  次に（２）当該事案に係る個別の再発防止対策の項目、こちらは共通

しない、その事案のみに係る再発防止の取組、実績、課題などを記載し

てございます。 

  学識経験者から頂いたご意見等は、別紙２で一覧にまとめております。

この学識経験者意見・質問を受けまして、意見交換会後にその内容を反

映した最新のデータが、本日、委員の皆様にお配りをしている評価表で

ございます。 

  反映ができなかったご意見、それから質問への回答につきましては、

別紙２「学識経験者意見・質問」欄に赤字で下線を付して表記しており
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ます。  

  まず評価表１、学校の個別事案「校庭のくぎによる児童負傷事故」で

すが、１番「概要等」につきましては記載のとおりでございます。２番

目の「再発防止対策の評価」では、評価表の見方でご説明したとおり、

（１）他の不適切事案等と共通する再発防止対策、（２）当該事案に係

る個別の再発防止対策について記載し、それぞれ意見質問を頂いており

ます。 

  このほか、評価表２「学校個別事案（指導要録の紛失）」、一つ飛んで

評価表４「その他（再発防止対策が概ね完了している事案）に係る評価」

での構成は評価表１と同様で、評価内容は記載のとおりでございます。 

  最後に評価表３でございます。こちらは「主に教育委員会事務局等で

の不適切事案に係る評価」でございますが、こちらは４件の事案を一つ

の評価表にまとめさせていただいております。 

  項目１番「概要等」の分量でございますが、こちらはちょっと多い状

況でございますけれども、評価表の構成は他の評価表と同様で、評価内

容は記載のとおりでございます。 

  それでは表紙にお戻りいただきまして、裏面にございます５「今後の

予定」をご覧いただければと思います。記載のとおり、学識経験者から

の評価を今月中に受領いたしまして、 1 0 月の教育委員会に学識経験者

の評価書も併せた点検及び評価の最終版を付議し、決定を受ける運びと

なりますので、本日、説明の段階の資料でご質問等ございましたら、資

料の量もございますので後日で構いませんので、各委員から庶務課宛て

にお問い合わせを頂ければと思います。 

  また、併せて再発防止対策も同じタイミングで改めてご報告申し上げ、

ご異論等がなければ、その後 1 2 月の第４回区議会定例会の文教委員会

で報告した後、教育委員会ホームページへの掲載等をもって公表してま

いります。 

  資料がちょっと複数になり、申し訳ございませんでした。私からは以

上でございます。 

  それでは、今の説明につきまして、ご意見、ご質問等ございましたら

お願いいたします。特段よろしいでしょうか。 

前 田 委 員  よ ろ し い で し ょ う か 。 ち ょ っ と 資 料 が 読 み 切 れ て な い 部 分 が

あるのですけれども、パッと見たところで、別紙２のはじめ、学識経験
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者の方のコメントで、右の下から２番目の赤字が入ってない方、「指導

主事の先生方の業務をどう精査するのか」というところで、左のことを

引用しながら書いていったのか、指導主事の方は教科指導なのか、また

は学校経営に入っていくのかと書いているのですけど、「指導主事の役

割というのは、教科指導等の専門的な指導なのか、それとも学校経営支

援なのか」と書いているのですが、この文章を読んだところで、何かこ

れは結論が出たのか、これまでの C E D A R が設置されたことで指導主事

の方の役割の定義が変わったのかどうか。そこら辺の役割分担が何か変

わったのでしょうか。 

庶務課長  今年度の４月から C E D A R を作りまして様々な対応を行ってお

りますが、学識経験者の北神様、実は世田谷でも評価をやっておりまし

て、指導主事の位置づけというか、そういったところでいろいろ思うと

ころをお持ちのようでございます。 

  センターの組織改編については今年の春に行いましたが、今後もいろ

いろ進めていく、今はその検討を進めている最中でございまして、その

中で指導主事の役割というのはどうすればいいのかとか、それから事務

局各課にも、例えば就学前教育センター、または特別支援教育課にも指

導主事がいたりとか、そういった位置づけについてどうしていけばいい

のかというのは、引き続き検討を進めてまいります。 

前 田 委 員  あ り が と う ご ざ い ま す 。 こ こ に 書 い て あ る 済 美 教 育 セ ン タ ー

の指導主事は教務、教育人事・指導課の指導主事は生活指導と書いてあ

ったりして、同じ指導主事という役割がありながら、さっきおっしゃっ

たように、役割がまた違うのだということを改めて理解したのと、学校

経営というところに指導主事の方が、学校経営というと、どうしても管

理職とか校長とか、そういう目線でやられるのかなと思って。指導主事

の方はそちらに上がっていく方だと思ってはいるのですけれども、指導

主事の方が、学校経営に何か物申すことが、やりやすいのかどうかとい

うのは、ここに書いてあるように行政の方が入った方がいいのではない

かみたいな話もあって。 

  何を言っているかというと、いろいろな方がいろいろな役割を持って、

学校という組織をよくしていこうと思っているのですけど、それが効率

的に回るといいなというところを思ってコメントさせていただきました。 

庶 務 課 長  あ り が と う ご ざ い ま す 。 指 導 主 事 と 一 言 に 申 し て も 、 例 え ば
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こちらにいらっしゃる主任クラスの指導主事もいれば、なりたての指導

主事もいたり、区費の教員から上がった指導主事もいれば、東京都から

転任で来ている指導主事もいらっしゃる。そういった話の中で、例えば

学校経営に直接来たばかりの若い指導主事が入っていけるのかという話

になりますと、難しい面もあろうかと思います。 

  一方で、行政事務を担う指導主事でございますので、そういった経験

とか、そういったものというのは必要なことかなと思いながらも、そこ

で北神先生もいろいろなことをお考えになっているようでございまして、

こういうコメントを残したのかなと。 

  杉並区といたしましては、そこは指導主事だけではなくて、教育委員

会全体で組織体制として物事を考えていくべきだという旗の下に、これ

からも継続して組織の在り方、指導主事の在り方というのは考えていき

たいなと考えておるところでございます。 

済 美 教 育 セ ン タ ー 所 長  指導 主 事 は 、 指 導 主 事 が 自 分 の 考 え で 、 自 分 の

単独の思いで仕事をしているわけではなくて、私が指導主事の時には、

私が発する言葉は教育長が発した言葉と同じだから、気をつけて言葉を

言うようにということを厳しく指導いただいた記憶もあるとおり、職と

して経験は浅いかもしれませんけれども、やはり学校経営に関わってい

く中で勉強もさせていただきながら、一緒に関わって指導助言をしてい

くということを、是非経験を積んでもらいたいと思って、組織としてバ

ックアップをしているところです。それが同じ教育職の、私たちだけで

はなく、行政の視点からもバックアップしていただけることで、より指

導主事の力量が高まっていくのかと思いますので、これからも頑張って

いきたいと思います。 

前 田 委 員  あ り が と う ご ざ い ま す 。 学 校 経 営 へ の 助 言 を す る に は 、 な り

たての方だけではなくて、いろいろな経験がある方がアサインされたり

するということも含めて、理解しました。教育主事の方の役割について

と、教育長の言葉であるということも含めて、教えていただいてありが

とうございます。理解が深まりました。 

庶務課長  ほかはよろしいでしょうか。 

  ほかにご意見はないようですので、報告事項１番についての質疑を終

わります。 

  続きまして、報告事項２番「区立学校における I C T 推進に関する取
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組の進捗状況等について」、学校 I C T 担当課長からご説明申し上げます。 

学校 I C T 担当課長  私からは「区立学校における I C T 推進に関する取組

の進捗状況等について」、令和７年度のこれまでの取組実績と今後の取

組予定をご報告させていただきます。資料をご覧ください。 

  まずは、「これまでの取組実績」として、区立学校情報ネットワーク

システムについてご報告させていただきます。主な取組内容としては記

載のとおりでございますが、校務系と教務系のネットワークの統合、フ

ルクラウド化の実現に伴う業務環境の整備、電子メールシステムの更新、

またそれに伴う文部科学省のガイドラインに沿った杉並区立学校情報セ

キュリティポリシー及び対策基準を改訂してまいりました。 

  次に、取り組んできた中で発生した課題についても４点ほど挙げさせ

ていただいております。図書館システムに接続できない事象、中学校で

使用する自動採点ソフトに接続ができない事象、また既存サーバからク

ラウド上の共有フォルダへのデータ移行に時間がかかる事象、また、そ

れに伴う複合機からのスキャン機能が使用できない事象が発生しており

ました。それぞれ課題解決を図りまして、９月８日までに図書館システ

ムと採点ソフトの対応は完了しておりまして、９月中にデータ移行及び

スキャン機能の対応についても各校順次で全校完了する見込みでござい

ます。 

  次に、裏面に行っていただきまして、教職員の I C T スキル向上に向

けて I C T 活用リーダー連絡会を２回、アプリケーションや液晶型電子

黒板の操作研修を 1 0 回実施しております。また、活用状況アンケート

を実施して、今現状把握を行っているところでございます。 

  次に、生成 A I の活用についてですけれども、文部科学省の生成 A I ガ

イドラインを参考に、利用上のルールであったり、利用例、あとは留意

事項なんかを取りまとめたガイドラインというのを作成するとともに、

まずは気軽に触れてみていただきたいというところで、生成 A I 活用ガ

イドブックというような、ちょっととっつきやすいような資料について

も策定しまして、７月 2 3 日に学校の方に周知を行っているところでご

ざいます。また、その他にありますけれども、液晶型電子黒板の特別教

室における使用・活用についての検証の実施を行っております。 

  今後の取組予定なのですけれども、児童生徒用タブレット端末の更新

など記載のとおりとなっております。 
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  私からの報告は以上となります。 

庶 務 課 長  そ れ で は 、 た だ い ま の 説 明 に つ き ま し て 、 ご 意 見 、 ご 質 問 等

がございましたらお願いします。 

伊 井 委 員  こ れ ま で の 経 過 を 拝 見 し て い ま す と 、 い ろ い ろ ご 苦 労 が あ り

ながら取り組んでいただけたのかなと思って、まずは御礼申し上げます。

ありがとうございました。今回の変更で、メールアドレスをもらった方

が増えたというようなお話を伺ったのですが、そのアドレスをお渡しす

る基準をまずお伺いしたいと思います。これが１番です。 

  ２番目が、使い勝手などまだ慣れてない状況もあるかと想像できます

し、発生した課題なども伺っておりますので、まだ今は９月ですし、始

まったばかりというあたりで、安定的な使用はなかなか時間もかかるこ

とと思いますが、その間に、このことによって子どもたちの学びに何か

影響が出るとか、そういうことはないのかということが、分からないた

めに心配であるのと、おおむねの反応とか、現段階でのことがもし分か

りましたらで結構ですので、教えていただけたらと思います。 

  ３番目は、先ほど特別教室の液晶の黒板の活用状況について、ご確認

いただいたお話があったと思うのですが、割と学校に伺っていると、使

用する先生は本当に使いやすいというお声も聞きますし、それからとて

もよく使ってらっしゃるというか、活用されているなと思います。今回

のこの点検はどのようになさったのか、教えていただけたらと思います。

以上３点お願いいたします。 

学校 I C T 担当課長  順々にお答えさせていただければと思います。まず、

せんだって特別教室の活用検証ですけれども、３校にお願いしまして、

家庭科室と音楽室と美術室、こちらの方で実施しておりまして、今回、

先生方の活用前と活用後の感覚もさることながら、児童生徒がどのよう

に感じたのかというところの校内アンケートも取っていただきまして、

プロジェクターとかは今までもあったのですけど、どちらがやりやすい

のかみたいなところでアンケートを取って、それを基に導入に向けてど

のように動いたらいいのかといった検討を進めようとしているところで

ございます。 

  ２点目は、私どもも試行錯誤を進めているのが正直なところなのです

けれども、いわゆる授業で使う教材、ロイロノートであるとかミライシ

ードというのはおおまかに変わっているわけではございませんので、子
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どもたちへの影響というのはさほどないのかなと思っております。ただ、

伊井委員がおっしゃられたように、環境が変わることで、端末自体が変

っているといったところもあるので、その辺の先生のスキルアップとい

うか慣れというのは必要になってくるのかとは感じております。 

  最後、メールに関しましては、教職員端末を使用する全教員にメール

アドレスが配備されるという状態になっておりますので、個人一人ひと

りがアドレスを持つという形になります。以上になります。 

伊 井 委 員  そ う し ま す と 、 直 前 の お 返 事 な の で す が 、 ア ド レ ス を も ら っ

た方が増えたというのは、ニュアンスが違うと解釈してよろしいですか。

今までもお使いになっていた方々に、アドレスが振られたのですか。 

学校 I C T 担当課長  今までは学校代表であったり管理職のみだったもの

が、一般の先生方も個人のアドレスをお持ちいただくという形になりま

す。 

伊 井 委 員  と い う こ と は 、 や は り 数 は 増 え た と い う こ と で よ ろ し い の で

すよね。そこの中での使い方とか、そういったものに関しても、今後セ

キュリティを含めまして、十分にサポートしていっていただけたらいい

のかなと思います。 

  それから先ほどの、児童生徒に今回のアンケートを取っていただいた

というのは、すごく先生方もそうですけど、一番このことによって学び

の拡大というか範囲が広がり、また見やすさによって子どもたちが学び

やすくなるという点はすごく大きな進み具合だと思いますので、こうや

ってアンケートを取っていただいて、また今後もそれを鑑みながら進め

ていっていただいたらいいのかなと思います。ありがとうございました。

よろしくお願いいたします。 

庶務課長  ほか、いかがでしょうか。では、大川委員お願いします。 

大川委員  幾つか教えてください。まず、生成 A I についてガイドライン

を策定したとありますけれども、ものすごい速さで技術が変わっていく

ので、また改訂していったりとか、そういう予定はどうしているのか、

または私たちの弁護士業界だと、得意な人がメール的にポンポンとこう

いう活用方法あるよと配信していくのをフォローしてみたりとかがある

んですけど、そういった工夫をしていく予定はあるのかしらというのが

１点。 

  あともう１点は、ここの報告にはないのですけれども、子ども向け端
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末のフィルタリングというのは確か実施したと思うのですね。同時に、

この前８月の末に子どもワークショップを見学させていただいたら、子

どもの意見として、子どもからしたらフィルタリングはできるだけない

方がいいとの声がありました。そのあたりは子どもとのばかし合いでは

ないですけれども、常に子どもはそれを超えようとしていくというとこ

ろですが、フィルタリングはどんな工夫をしているのかを教えてもらえ

ればと思います。その２点です。 

学校 I C T 担当課長  ありがとうございます。生成 A I に関しまして、ガイ

ドラインは先ほど申し上げたとおり、文部科学省のものを参考に作成し

ておりますので、そこの規定が変わったらまた改めるということはしな

いといけないかなという認識ではおります。また、得意な人がという点

に関しては、ガイドブックにいろいろな事例を載せているのですけれど

も、そういったところで他自治体であるとか、他の学校の事例というか

活用例を横展開できるような仕組みづくりができないかなというものは、

今、検討を進めているところです。 

  もう一つ、フィルタリングに関しては、委員がおっしゃるとおりいた

ちごっこみたいなところはあるのですけれども、やはり望ましくないサ

イトというのはどうしてもあると思います。ただ、それも一つずつ潰し

ていってやっているのですが、また、学校からもこれはおかしいサイト

ではないかといった申請を受けまして、業者に依頼してフィルタリング

をかけてもらうとか、そういう流れで現在進めております。以上です。 

大 川 委 員  あ り が と う ご ざ い ま す 。 ガ イ ド ラ イ ン も 何 か 常 に バ ー ジ ョ ン

アップできるようなうまい方法があるといいと思いますし、フィルタリ

ングはブラックリスト型みたいな感じなのですね。そうすると結構手間

がかかりますね。常に加えていくという感じで。分かりました。ありが

とうございます。 

庶務課長  ほかはいかがでしょうか。 

對 馬 委 員  あ り が と う ご ざ い ま す 。 夏 休 み か ら 夏 休 み 明 け ま で 学 校 が 大

分バタバタしていたというのは私も伺っておりましたが、メールが使え

るのはありがたいことだなと、改めて私も思った次第でございます。 

  いくつか、今、大川委員からご指摘があった生成 A I のガイドライン

を、まだ拝見してないので分からないのですけれども、これは教員だけ、

大人だけが使えるということですか。子どもたちも、例えば授業の中で
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使うとか、そういう機会があるのかどうかということを一つお伺いした

いことと、それから著作権のことについて、授業における例外措置とい

うのは当然あるのですけれども、これを両輪にしていってほしいなとい

うような話なのですが、その辺も、子どもたちだけではなくて、使って

いる私たち大人も、そういうのをあまり学ばずに大人になっている人た

ちが多いものですから、そこのところもしっかりと、子どもたちの教育

の中だけでなく、大人の方にも分かっていただきたいですね。情報をみ

んなで横展開する時に、誰がもともと作ったのかなというのが消えてし

まうことがありがちなので、そのあたりも認識しながら広めていってい

ただけるといいかなと思います。以上です。 

学校 I C T 担当課長  ありがとうございます。まず学校がバタバタという

ところの中では、学校にもご迷惑をおかけしながらですが、協力いただ

きながら進めていっているところでございます。 

  生成 A I で教員だけというところなのですけれども、いわゆる文科省

を参考にガイドラインを作成しましたが、そこは特に教員だけに定める

ことなく、児童生徒の事例も載せておりました。ただ、その中では先ほ

ど申し上げたとおり留意事項、年齢制限であったりとかハルシネーショ

ンであったりとか、そういったところがありますので、そういった記載

も載せながら、まずはトライをしてみようという段階でございます。 

  著作権のことについても、確かに昨今の情報の取扱いみたいなところ

の中では、児童生徒に限らず教員も情報モラルの意識は必ず持たないと

いけないというのは認識しておりまして、そういった著作権のところも

含めて、どういったアプローチができるのかといったところは、今後も

引き続き検討を進めていければと思っております。以上です。 

前田委員  さっきの話を私も教えてほしいのですけど、生成 A I の話です

が、授業で子どもが使うことも想定したガイドラインになっているとい

うことですか。 

学校 I C T 担当課長  そこは駄目ですよという表記は特にしておらず、た

だ多くのソフトの年齢制限が、ほとんどがまだ今、中学生以上になって

います。その中で保護者への同意とかも必要になってきまして、まだ今

のところ、どの学校がもうそこまで着手しているかというところは、正

直、把握できていない状況です。 

前田委員  ありがとうございます。確か使うのは C o p i l o t ですよね。そ
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うすると、子どもが使える A I は別に、例えばほかのソフトでもあるけ

ど、杉並区で使おうとしているのは C o p i l o t であって、年齢制限があ

るということですよね。理解しました。 

  いくつかありまして、一つは、さっきの大川委員からもありましたけ

れども、 A I の活用は本当に私も全然ついていけてなくて、会社で本当

に活用している人たちはいるのですけど、全然ついていけてないと自戒

の念も込めて言うのですが、ワーキンググループみたいな人たちがどん

どんいろいろな活用をして、例えばこういう命令を投げるといいよとか、

何かそういう構文があると思うのですけれども、ああいうのも横展開し

てというのをやっているので、杉並区でも I C T のいろいろな学習会み

たいなのものがあると思うのですけど、その中で得意な方たちの知識を

うまく横展開していければよいのかなと思います。ガイドラインとか書

にしようとすると、すごくタイムラグができてしまうと思うので、上手

にそこが横展開できるグループウェア、そういうシステムがあるといい

なとちょっと思いながら、マイクロソフトでそれがどのようにできるの

かよく分かっていないのですけれども、できるといいのだろうなと思い

ながら聞いていました。すごく早いので。 

  もう一つは、質問なのですけど、今回の取組でいくつか、まず１番で、

校務系と教務系が一緒になってセキュリティを担保したということにつ

いては、ここは端末が一つになったので、先生たちの使い勝手が変わっ

たとなると思うのですけど、例えば２番に関しては、実際に先生たちの

何がどのように変わったのかというのをちょっと教えてほしいなと思い

ます。「各種共有ストレージや校務支援システムのフルクラウド化を実

現し、ファイルや情報の共有、共同作業等の業務環境を整備」とあるの

ですけど、今までこういうことに困っていたのだけど、これができたみ

たいなのがリアルに想像できるとうれしいなと思って、何か一つ例でも

いいので、こんなことができたというのを教えてほしいというのが二つ

目。 

  三つ目が、 D X のチェックリストで、杉並区の順位がとても低かった

という話があったと思うのですけれども、これを経て何か変化したのか

というところを聞いてみたいと思いました。お願いします。 

学校 I C T 担当課長  A I の活用につきまして、委員おっしゃるとおり、得

意な人もいれば不得意な人もいる。ガイドライン定めたとしてもといっ
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たところの中では、まずは触ってみるというところから始めないと、と

考えておりまして、そう考えた時に、他自治体の事例より、横の学校の

先生がとか、同僚がというところで広めていった方が意識は向くのかな

と思っていまして、そういったアプローチができないかと。今は T e a m s

でチームを作ってポータルとかができるので、そういったところでより

見やすいような横展開の仕方を意識したいと現時点では考えているとこ

ろです。 

  次に、セキュリティの担保はできている中で、２番について、２軸あ

るかなと思っていまして、いわゆる先生側からすると、すごく単純な一

例だと、資料ファイルの共同編集であるとか、そういったところで、実

際に、じゃあ私が更新するから、次にあなたが開いて、みたいなことが

起きずに、一緒にその画面を見ながらできたり、そういったところは有

益なのかと思っております。 

  また、今まではファイルサーバという、サーバを物理的に確保してい

たものがクラウド上になることで、更新の際の機器の入替えが発生しな

くなるので、そういった面からでも、教員の先生方に直接というわけで

はないかもしれないですけれども、杉並区全体から見るとメリットは感

じられるのかなと思っております。 

  最後は D X のチェックリストですが、多分今年度もあると思います。

秋から冬にかけてあるのですけれども、環境の面でいうとクリアできる

項目はかなりありますので、順位は上がると信じておりますが、そこか

らもう一歩踏み込まないといけないといったところで、学校にどのよう

に周知して、教育委員会の中でもどのようにやっていくかといったとこ

ろが、今後進めていく課題の一つだと認識しております。以上です。 

前 田 委 員  あ り が と う ご ざ い ま す 。 先 ほ ど 教 育 委 員 会 も と い う 話 が あ り

ましたので、まずは私たちから、できることから是非進めていきましょ

う。ありがとうございました。 

庶務課長  ほかはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

  では、ほかに意見がないようでございますので、報告事項の２番につ

きましては質疑を終わらせていただきます。 

  続きまして、報告事項３番「学校におけるハラスメントに関するアン

ケート調査の実施について（続報）」でございます。教育人事・指導課

長からご説明申し上げます。 
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教育人事・指導課長  先日のご報告の続報ということになります。「学校

におけるハラスメントに関するアンケート調査の実施について（続報）」

としてご報告をさせていただきます。 

  実施内容等につきましては前回お伝えをさせていただいておりますと

ころですので、本日は結果の概要についてお伝えをさせていただければ

と思います。項番の１の (３ )からが結果になっておりますので、こち

らからご覧いただければと思います。 

  実施の方法は L o G o フォームで、匿名の任意回答としておりました。

こちらは統計的に集計をするということで前回もお伝えしましたが、併

せて相談窓口に関するお知らせもお一人ずつに配っているというところ

も踏まえてご覧いただければと思います。 

  まず回答数ですが 7 0 4 名、回収率については 2 3 . 4％でした。かなり

低いかなというところは認識しているところですが、ご参考に東京都の

教育委員会で令和２年にパワーハラスメントに関するアンケートという

のを、やはり匿名の任意回答で行っております。こちらの回収率がおよ

そ 2 5％となっておりますので、ほぼ同等かなというところでございま

す。杉並区の区長部局で、やはり令和６年３月に同じようなアンケート

を実施しておりまして、こちらの回収率は約 3 0％ということでご参考

にお伝えさせていただきます。 

  現在の職場の人間関係について、②番になりますが、こちらについて

は「大変良好」「良好である」という二つの肯定的な回答を合わせます

と、約 8 1％が肯定的な回答を頂いております。なお、先ほど紹介しま

した、東京都の令和２年のアンケートではございますが、同様な回答に

ついては 7 3％ですので、８ポイントほど上回っております。逆に、否

定的な回答については、区の方では今回は５％、都の方では８％という

ことで、３ポイントほど否定的な回答が下回っている、少ないというよ

うな状況でございました。 

  ハラスメントの行為を受けたり、見聞きしたことがあるかという回答

についてでございます。9 8 名が「受けたことがある」。こちら同様な質

問が令和６年の区長部局の方もありますが、こちらを見ますと 1 6％、

実はこの 9 8 人というのは 1 4％になりますので、若干下回っています。

「目撃したことがある」が 1 0 9 名、 1 5％となりますが、同じく区の方

の調査は 1 8％。「相談を受けたことがある」が 7 5 名で 1 1％。こちらは
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区の方が 1 0％となっておりますので、相談の環境は１％ほどですけれ

ども、若干上回っているかなというところです。なお、「見たことがな

い」という回答については、5 1 3 人で約 7 3％。区の方の調査では 6 6％

という結果が出ております。 

  裏面になります。「受けたことがある」「目撃したことがある」「相談

を受けたことがある」という部分についての、それぞれの種類ですけれ

ども、このような結果となっております。セクシュアルハラスメントが

1 8 人、パワーハラスメントが 1 5 8 人、妊娠、出産、育児休暇等に関す

るハラスメントが 1 5 人、その他のハラスメントが 3 5 人となっており

ます。 

  今後のスケジュールにつきましては、こちらは概要ということで今お

伝えさせていただいておりますので、詳細なクロス分析等も行いまして、

今後、区のホームページに掲載を予定しております。 

  本件についてのご報告は以上でございます。 

庶 務 課 長  そ れ で は た だ い ま の 説 明 に つ き ま し て 、 ご 意 見 、 ご 質 問 等 ご

ざいましたらお願いします。前田委員、お願いします。 

前 田 委 員  あ り が と う ご ざ い ま す 。 ち ょ っ と 教 え て ほ し い の で す け れ ど

も、前回は確か傾向を見るということで、今後については、結果を基に

どうするか考えるというお話だった記憶なのですけど、これは何か決ま

っていること、さっきもクロス分析という話がありましたけれども、何

かあるのでしょうか。 

教 育 人 事 ・ 指 導 課 長  こ ち ら の 詳 細 の 分 析 を 行 い な が ら 、 管 理 職 の ハ ラ

スメントの研修が今年度予定されておりますので、そちらの研修の内容

に反映させていきたいなと考えております。あくまでも傾向ですが、そ

の傾向について管理職の方に伝えていくと同時に、講師の先生にもこの

情報をお伝えして、研修を行っていかれるといいかなと考えているとこ

ろです。 

前 田 委 員  あ り が と う ご ざ い ま す 。 結 構 パ ワ ー ハ ラ ス メ ン ト が 多 い の だ

なと思いながら、どういう事象をパワーハラスメントと認識しているか

みたいな自由記述は特になかったのでしたっけ。 

教 育 人 事 ・ 指 導 課 長  自 由 記 述 は あ り ま す 。 そ の 中 に は 、 威 圧 的 に 話 を

されたですとか、無理難題といいますか、いわゆる業務以上のことを求

められたですとか、そういったものもございます。ただ、こちらはあく
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までも匿名で相談という形のものになっておりますので、これが実際ハ

ラスメントに当たるかどうかというところまでは、判断できない状況で

す。誰が答えたか分からないようにということで、答えていただく側に

も安心感を持って答えていただくというところもありましたので、その

ような状況でございます。 

前 田 委 員  あ り が と う ご ざ い ま す 。 ２ 点 あ っ て 、 受 け た 時 に じ ゃ あ ど う

してくださいというガイドをされようとしているのかというのが一つと、

あとは管理職研修に反映されるということなのですけど、どういう内容

を反映させようとされているかを教えてください。 

教 育 人 事 ・ 指 導 課 長  個 別 の 対 応 に つ い て は 、 相 談 窓 口 を こ の ア ン ケ ー

トと一緒に配布させていただいておりますので、やはり個別に相談をし

たいということであれば、私ども教育人事・指導課が窓口になっており

ますので、直接ご相談をということで、一人ひとり全員に周知をしてお

ります。 

  そちらの方の相談があった場合には、進め方としては、まずは傾聴さ

せていただいて、いわゆるハラスメントの加害側の方にどのようにアプ

ローチをしていけばいいのか。相談するということは、加害の方にきち

んとやめてくださいねということを言わなければ、結局はうまくいかな

いのですけれども、それを行うことによって、相談者が更に不安になっ

てしまうのもよくないので、そこは相談いただいた方と我々とで協議を

しながら、安心感を持って、加害と言われている方々にどのように伝え

るかということも相談しながら進めていく予定ではございます。 

  研修へのこのアンケートの使い方ですけれども、今回パワーハラスメ

ントが多いということと、どのような相談が多かったのかということを

踏まえて、そういったことを防ぐ、つまりアンケートの中でハラスメン

トのうちパワーハラスメントが突出していますよということなので、パ

ワーハラスメントについて主に行っていく。 

  あとは、相談で書かれている事案の内容についても、匿名ですので紹

介をしていきながら、その講師の先生に、例えば威圧感を与えない指導

の仕方をどのようにやっていけばいいのかといったところで、実際に使

っていきたいと考えております。 

前 田 委 員  あ り が と う ご ざ い ま す 。 指 導 も 、 優 し す ぎ て も 指 導 に な ら な

いみたいなところもあったり、本当に上手にその人のことを見ながら育
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てていくというのが教育だと思いながら聞いておりました。ありがとう

ございます。 

庶務課長  ほかはいかがでしょうか。よろしいですか。 

  では、ほかにご意見等がないようでございますので、報告事項３番に

ついての質疑を終わります。 

  続きまして、報告事項４番「西宮中学校改築及び（仮称）コミュニテ

ィふらっと宮前整備基本計画の策定等」につきまして、学校整備支援担

当部長からご説明申し上げます。 

学 校 整 備 ・ 支 援 担 当 部 長  私 か ら は 「 西 宮 中 学 校 改 築 及 び （ 仮 称 ） コ ミ

ュニティふらっと宮前整備基本計画の策定等について」ご報告いたしま

す。 

  昨年度、区立施設マネジメント計画の改訂によりまして、西宮中学校

は改築に合わせて（仮称）コミュニティふらっと宮前を併設することと

しております。これを受けまして、今年度、改築整備に係る検討を進め、

この度基本計画を策定しましたので、その内容についてご報告するもの

でございます。 

  まず、１の「検討経過」でございますけれども、基本計画の策定に当

たりまして、５月に学校関係者や町会、自治会関係者、学識経験者など

で構成する懇談会を立ち上げ、これまでに５回の検討を行ってまいりま

した。また懇談会以外にも、６月に中学校の生徒や教職員へのアンケー

ト、生徒を対象としたワークショップを行い、８月には、中学校とコミ

ュニティふらっとに機能継承するゆうゆう大宮前館においてオープンハ

ウスを開催し、頂いたご意見等は懇談会で共有するとともに、基本方針

に反映を行ってまいりました。 

  続いて裏面の、２の「基本計画の概要」についてご説明いたします。

まず基本方針の三つのビジョンとしましては、１番目が自主・自律、文

武両道の抱負を支え、将来を見据えた多様な教育活動に対応できる学校

づくり。二つ目が、地域に寄り添い、環境に配慮した安心・安全で調和

のとれた拠点づくり。三つ目が、地域のコミュニティの中心として世代

を超えた多様な区民が出会い、学びや交流が広がる、学校と集会施設の

複合施設という三つのビジョンを掲げております。 

  次に施設規模ですけれども、中学校は今後の生徒数の推移等を勘案し、

普通教室 1 1 学級規模の約 7， 4 1 0 平米。コミュニティふらっとは約 6 0 0
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平米。合計しまして約 8， 0 1 0 平米を予定しております。 

  「今後の取組」ですけれども、本施設は区内で初めて学校とコミュニ

ティふらっとを複合的に整備することを踏まえ、設計事業者の選定は公

募型のプロポーザル方式により実施いたします。建物の配置等の検討に

当たりましても、引き続き懇談会等を開催し、学校関係者、地域住民の

方などの意見の反映に努めてまいります。また、学校とコミュニティふ

らっと等の相互利用等における具体的な運用につきましては、今後の検

討課題と考えております。 

  最後に「今後のスケジュール」でございますけれども、来月から３か

月ほどをかけてプロポーザル選定を行いまして、年明けから設計に着手。

新校舎等の建設工事は、令和 1 0 年度からを予定しております。 

  更に基本計画も添付しています。かなりありますけれども、そちらを

ご参考いただけたらと思います。 

  私からの説明は以上になります。 

庶 務 課 長  な お 、 こ れ ま で の 通 例 で は 、 教 育 委 員 会 に 報 告 し た 後 、 文 教

委員会というルールがございましたけれども、先般 2 2 日の月曜日、そ

れから祭日を明けて本日というような日程の中で、本件及び７番目の案

件につきましては、ちょっと先行して区議会文教委員会の方でご報告を

させていただきました。申し訳ございません。 

  それでは、ただいまの説明につきまして、ご意見、ご質問等ございま

したらお願いいたします。では、伊井委員、お願いします。 

伊 井 委 員  長 年 あ の 近 く に 住 ん で い た こ と も あ り 、 西 宮 中 学 校 の 動 向 に

ついてはいろいろと注目してきたところがあります。ワークショップも

結構長い間されていましたよね、地域住民の方々と。そのあたりも踏ま

えて、現段階の計画となっていると思いますが、当初、宮前図書館も一

緒にするとか、様々なご意見があった中で、コミュニティふらっとと複

合という形、あと敷地面積が変わらない中で建てていくということにな

りますよね。 

  そうすると、今までの校舎の使い方とか、 1 1 学級ということを今、

予測されているという形ですが、そのあたりも計画を見るとフレキシブ

ルに変えられるような感じを目指していらっしゃると思いますけれども、

そもそもコミュニティふらっとと学校という形、今までにない初めての

形というところの基本的な構想について、もう少し具体的に、こういう
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ことがあって、こういうところに取り組んでいくのだというあたりは、

地域と調和したということですけど、地域と調和したということは、ど

ういうことを目指していらっしゃるのかも含めて、もうちょっと具体的

なお話を伺えたらなと思います。 

学 校 整 備 ・ 支 援 担 当 部 長  今 、 伊 井 委 員 が お っ し ゃ ら れ た と お り 、 懇 談

会が始まる前に都合３年をかけて地域の方と意見交換をしてきたところ

です。最初は宮前図書館がありまして、そちらとの複合を中心に議論し

ていましたけれども、１年半ぐらいかけて、７回ぐらい会議をやりまし

たけど、最終的に今おっしゃられた、図書館と併合することによっての

敷地面積の懸念だとかもありまして、一度、もう少し広い範囲で、周辺

にある今回のゆうゆう館だとか、保育施設を含めて議論をしましょうと

いうことで、施設マネジメントという担当部署がございますけど、そち

らが中心になって昨年度に検討をしてきたところです。 

  その中で様々なパターンを、このような形とこういうのを組み合わせ

たらどうかとかいうところを含めて、地域の方々と議論を重ねる中で、

この地域の中で今回複合していく施設として集会施設機能があるコミュ

ニティふらっとはどうなのかというところで、宮前地区というところに、

そういう集会施設が不足しているところもありますので、今回そちらの

方の複合と、ゆうゆう館の機能も継承した多世代にわたって利用できる

施設として、今回、学校とコミュニティふらっとを複合していくという

形で検討懇談会が始まったというところです。懇談会の経過は、立ち上

がって５回ほどやったというところで、先ほどご報告させていただいた

とおりでございます。 

伊 井 委 員  あ り が と う ご ざ い ま す 。 コ ミ ュ ニ テ ィ ふ ら っ と は 高 円 寺 の 南

側の杉八小学校の跡地を拝見しに行きましたけれども、あのようなイメ

ージですか。お部屋のイメージとか、図書館があったり、勉強するスペ

ースであったり。ミニコンサートがオープニングの時にありましたけど、

そこも生かし方によっては様々な使い方ができると想定できるなと、す

ごく期待感を持って伺いましたが、イメージとしてはそんな感じでよろ

しいですか。 

学 校 整 備 ・ 支 援 担 当 部 長  コ ミ ュ ニ テ ィ ふ ら っ と も 複 合 と い う の で す か

ね、その中に入っている施設は様々ありまして、例えば永福とかのコミ

ュニティふらっとであれば、図書館がありますので、そちらと集会施設
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との整合性を求めていますし、同じく高円寺もそうですけれども、ただ、

敷地の広さを考えると、今回の施設は 6 0 0 平米ぐらいの敷地規模にな

りますので、同じような形でやるというのはなかなか難しい。そういっ

たところで、先ほどのお話がある中で、学校の施設規模も限られている

中で、コミュニティ集会施設が過剰になってもいけませんので、その辺

は最終的に学校とコミュニティふらっとの交流ができる集会施設という

形で考えていくのが、今回の形になるかなと考えております。 

伊 井 委 員  よ く 分 か り ま し た 。 学 校 と 合 わ さ っ て い る と い う こ と で 、 中

学生にとっての居場所という意味でも、すごく柔軟な考え方ができるの

かなという期待感もありますので、生徒さんの方にも、それから先生方

の方にも、十分にアンケートとか取っていただいているようですが、今

後もそのあたりの声、それから地域の方々の声も拾い上げながら、より

よい施設になっていくことを望んでおります。よろしくお願いいたしま

す。ありがとうございました。 

学 校 整 備 ・ 支 援 担 当 部 長  本 当 に 地 域 の 方 と 一 緒 に な っ て 進 め る こ と が

大切ですので、初めての形ということもあり、横浜市にある同じような

コミュニティ施設との複合をやっている学校を懇談会の方と見学に行っ

たりして、よりリアルにイメージを描いたりしました。当初不安を持た

れていた方の不安も少しずつ払拭され、理解も深まっているように感じ

ます。子どもたちが施設を使って、地域の方も学校を使ってという交流

がより一層進むような形が取れれば、今回のこの西宮中の改築に当たっ

て、地域の中で愛される学校になっていくのではないかなと考えており

ます。 

伊 井 委 員  す て き な 拠 点 に な る こ と を 期 待 し て お り ま す 。 よ ろ し く お 願

いいたします。 

庶務課長  ほかはいかがでしょうか。 

前田委員  1 6 ページのところで、共同利用するというイメージですけど、

後ろを読んでいると、コミュニティふらっと宮前の中の部屋も学校が使

えるようにするという話で、例えば集会室１は地域の人がいて、集会室

２は子どもがいるみたいな、そんな形で同居するような、同じ時間で同

じように使うようなイメージなのでしょうか。 

学 校 整 備 ・ 支 援 担 当 部 長  学 校 は 学 校 で 教 育 活 動 が あ り ま す か ら 、 そ ち

らが当然優先されます。コミュニティふらっとはコミュニティふらっと
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で当然利用者もありますし、そちらの方が優先されると思います。ただ、

それがこの図でもあるように、相互に連携して使いやすい形を取れると

いうことが大切かなと思うので、まずは学校の教育環境をするための諸

室利用が当然優先されますし、コミュニティふらっとはコミュニティふ

らっとで地域の施設ですから、例えば高齢者とかを含めた世代の利用が

当然優先されるべきとなります。 

  ただ、この中で、子どもの居場所の基本づくり方針にもありますよう

に、いろいろな子どもの居場所を考える中で、この地域コミュニティふ

らっとというところも、当然居場所の一つだと思いますから、学校に限

られない場所を確保していくという意味で連携を取っていきたいと。 

  ただ、その中で懸念されているのは、やはり学校と複合される形、こ

れから設計されますけれども、いかにセキュリティを担保するかという

ところで、やはり人が多く入ってきて、相互利用するということになれ

ば、どのような形を取ればいいのかということは、懇談会の中でもご意

見を頂いていますので、今後の設計の中では十分反映させて、よりよい

関係性が保てればと思っております。 

前 田 委 員  あ り が と う ご ざ い ま す 。 お っ し ゃ る と お り 、 お 互 い の 施 設 を

有効活用し、人が交流するという意味でとてもいいイメージが描けるも

のの、学校と子どもたちを守らないといけないとか、よからぬことがあ

ったりすることが最近あるので、そこのご心配もすごく分かるなと思っ

ているので、そういうところが上手に解決しながら同居できるような形

というのを、是非一緒に探っていければなと思っております。よろしく

お願いします。 

庶務課長  ほかはいかがでしょうか。よろしいですか。 

  それでは、ないようでございますので、報告４番についての質疑は終

わります。 

  続きまして報告事項の５番目、「学校運営協議会委員の任命」につき

まして、学校支援課長からご説明申し上げます。 

学 校 支 援 課 長  私 か ら は 、 杉 並 区 学 校 運 営 協 議 会 規 則 の 規 定 に 基 づ く 学

校運営協議会委員の任命についてご報告いたします。今回任命されるの

は、小中学校計 2 5 校、 1 2 6 名となっております。うち再任が 8 4 名、

新任が 4 2 名となっています。任期は令和７年 1 0 月１日から令和９年

９月 3 0 日までの２年間となります。 
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  私からの報告は以上です。 

庶 務 課 長  こ ち ら に つ き ま し て 、 ご 意 見 、 ご 質 問 等 ご ざ い ま し た ら お 願

いします。よろしいでしょうか。 

  では、ないようですので、報告事項の５番についての質疑を終わりま

す。 

続きまして、報告事項６番「杉並区教育委員会共催・後援名義使用承

認」につきまして、生涯学習推進課長からご説明申し上げます。 

生 涯 学 習 推 進 課 長  私 か ら は 令 和 ７ 年 ８ 月 分 の 杉 並 区 教 育 委 員 会 共 催 ・

後 援 名 義 使 用 承 認 に つ き ま し て ご 報 告 申 し 上 げ ま す 。 ８ 月 分 の 合 計 は

1 4 件で、内訳といたしましては、定例・新規の別、こちらは定例が 1 3

件、新規が１件となっております。共催・後援の別でございますが、共

催２件、後援 1 2 件となっております。 

  新規の１件でございますが、資料６ページをご覧ください。中央図書

館承認分で名義形態は後援、団体名は「三つのりんご」、事業名は「聞

いて楽しむお話の世界」でございます。 

  私からは以上でございます。 

庶 務 課 長  こ ち ら に つ い て ご 意 見 、 ご 質 問 等 ご ざ い ま し た ら お 願 い し ま

す。よろしいでしょうか。 

  では、ないようですので、報告事項の６番についての質疑を終わりま

す。 

  続きまして、報告事項７番「区立小学校に勤務する教員の逮捕」につ

きまして、教育人事・指導課長からご説明申し上げます。 

教 育 人 事 ・ 指 導 課 長  区 立 小 学 校 に 勤 務 す る 教 員 の 逮 捕 に つ い て ご 報 告

いたします。令和７年９月 1 7 日水曜日、区立小学校の教員が児童ポル

ノ禁止法違反などの容疑で逮捕されました。逮捕された教員は項番１に

ありますように です。なお、この

教諭ですが、同校の４年生の担任を持っている教員でした。 

  発覚の経緯は、項番２にありますように、学校長が９月 1 7 日水曜日、

午前７時 5 0 分頃、奈良県警から当該教員が逮捕された旨の電話を受け

たことにより把握し、その後、教育委員会は同日午前８時 2 0 分頃に学

校長からの連絡により把握しました。 

  逮捕の容疑は、項番３にありますように、令和６年９月、昨年の９月

における児童ポルノ禁止法違反及びわいせつ電磁的記録等送信頒布の疑
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いとの説明を奈良県警から受けております。詳細については、昨年９月

に S N S 上で 1 8 歳未満の児童の裸が写ったわいせつな動画を複数販売し

たとの情報など、マスコミや奈良県警発表の情報よりも詳細な情報は把

握できておりません。また、当該学校においての被害状況についても把

握できておりませんが、奈良県警の発表によりますと、動画の背景は無

機質な部屋のような背景だったという情報を得ております。 

  発覚後の対応についてです。項番４をご覧ください。荻窪小学校の対

応としましては、９月 1 7 日の午後１時 3 0 分、奈良県警の捜査に立ち

会いをしました。なお、この時は教育委員会も同じく、こちらの捜査に

同席しております。同日の午後６時 3 0 分頃、t e t o r u で保護者宛てに

本件の情報を配信し、翌日 1 8 日木曜日、午後６時から同校体育館にお

いて臨時保護者会を開催しまして、校長からお詫びとともに、今後の学

校の対応等についての説明を行いました。 

  教育委員会の対応は、９月 1 7 日水曜日、午後７時頃、区ホームペー

ジに別添の資料を掲載しまして、翌日の 1 8 日午前９時 3 0 分頃、荻窪

小学校に教育相談課の方から心理士を派遣しまして、荻窪小学校内での

今後の対応についての打合せを行いまして、午後１時 3 0 分頃、授業観

察と行動観察を行いました。さらに 1 9 日金曜日、午前８時 3 0 分頃、

荻窪小学校に同じく心理士を派遣しまして、児童を対象とした相談や心

理的ケアを実施し、現在も継続して実施しているところです。なお、当

該の学級の児童につきましては、既に１回目の心理ケアの面談が終わっ

ているということで報告を受けております。同日の午後４時頃、臨時の

校長・副校長会を開催しまして、学校長・園長に対しまして、教職員の

服務の厳正についての通知とともに、性暴力防止についての再発防止の

注意喚起を行いました。 

  最後に、荻窪小学校保護者会の状況等についてです。今日の配布資料

の裏面をご覧ください。項番５になります。保護者の参加者数は約 4 0 0

名で、校長からのお詫び、事件の概要及び今後の指導体制について、担

任の交代や授業担当者などを説明しまして、その後、質疑応答も行いま

した。質疑の主なものとしましては、本件に関する児童への説明方法と

内容、心理面への対応、電子機器の管理状況など、こういったものが主

な質問としてございました。このほか、当該教員が担任をしていた学級

の保護者会の開催の要望ですとか、不審物、盗撮とおぼしきカメラなど
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の探索の方法の改善、こういったものの要望がございました。 

  この度、このようなことが起きてしまい、皆様におかれましては、本

当にご心配と、信用を損ねるような事案が起きてしまったことを心より

お詫び申し上げます。 

  以上で報告とさせていただきます。 

庶 務 課 長  そ れ で は 、 た だ い ま の 説 明 に つ き ま し て 、 ご 意 見 、 ご 質 問 等

ございましたらお願いします。 

大 川 委 員  ご 対 応 は 大 変 だ っ た と 思 い ま す 。 学 校 で 法 律 相 談 を 担 当 し て

いる弁護士も心配しておりました。 

  まず１点は、完全な事前の防止は難しいと思うのです。私的な領域の

事柄ですから。教育委員会として、こういう人を事前に見つけてという

のは、思想チェックとか性的な傾向のチェックになるから、それはでき

ないと思います。ただ、採用時のデータベースのチェックというのは、

杉並でもきちんと実施しているのかどうかというのを確認したいと思い

ます。もちろん法律に問題があろうかと個人的には思いますけれども、

法律がきちんとある以上は、きちんと実践していくというスタンスなの

かどうかというところ。 

  それから、当該教員に対して今後は懲戒なども予定されていくと思う

のですのですね。ですので、懲戒権者はどこになるのか。それから、区

の教育委員会としてどう携わっていくのかということと、最後に発表す

る際に公表はどういう形で考えるのか。その際は是非、うちの区の児童

に限らず、被害児童というのが必ずいるわけですので、それに配慮した

形での公表をお願いしたいと思います。 

  大きく二つ。データベースの関係と懲戒の関係をお願いします。 

教 育 人 事 ・ 指 導 課 長  採 用 時 の チ ェ ッ ク に つ き ま し て は 、 正 規 の 教 員 に

ついては東京都教育委員会が採用時に、いわゆる過去の経歴というのを

必ず調べて採用を行っています。この採用のチェックが済んでいる教員

が、新規採用で取られているという状況ではございます。なお、この法

律ができてからまだ数年しかたっておりませんので、今回、事案の者に

ついては 2 9 歳ですので、そこの年齢に当たっているかどうかは確認が

しっかりと取れておりませんが、現在はそういった状況になってござい

ます。 

  懲戒の部分について、この後の進め方ですけれども、まず本人の自認
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ということが必要になってきます。その後、東京都教育委員会が任命権

者となっておりますので、懲戒の処分ものについては東京都教育委員会

が発令を行うという状況でございます。なお、そこまでの間ですが、区

の教育委員会の担当と、都の教育委員会の担当の者がお互いに協力をし

あって情報共有しながら、実際にこの懲戒の処分に向けて動き出すとい

う状況でございます。 

  なお、懲戒が決まった後の発表ですが、こちらの発表も東京都教育委

員会が原則は行う形になります。懲戒の処分の量定により、発表がされ

るかされないかというところもございます。もう１点は、被害児童が特

定されるような形での発表は、東京都教育委員会としては行っておりま

せん。もし特定されるであろう場合には、懲戒の情報そのものは出ます

が、例えばこれまでの発表の仕方ですと、区部小学校教員ですとか、多

摩地域教員というような形で、匿名で伏せられての処分・公表というこ

ともございます。 

庶務課長  ほかはいかがでしょうか。對馬委員、お願いします。 

對 馬 委 員  あ っ て は な ら な い こ と で 非 常 に 残 念 に 思 い ま す が 、 ま ず 、 特

に４年生、担任をしてもらっていたクラスの子どもたちは今どのように

過ごしているのか、差し支えない範囲で構いませんので教えていただき

たいということと、それから最後に保護者会から出たご希望といいます

か、改めての保護者会の開催であったり、それからカメラの探索の改善

などがあったようですけれども、それについてもし何か具体的な話があ

れば教えてください。 

教 育 人 事 ・ 指 導 課 長  学 級 の 様 子 に つ い て は 、 子 ど も た ち は シ ョ ッ ク を

受けているという情報は入っていますが、その後の教育活動については、

学校長も止めずに行っていくと。学校内にいる別の教員を臨時の新しい

担任に配置し、教育活動を止めずに行っていくというところでお話を頂

いているところです。 

  もう１点、施設の点検等についてですけれども、要望としてやはりカ

メラの捜索といったところについてのご要望が多かったので、庶務課と

も連携を取らせていただいて、動き出そうとしているところでございま

す。 

庶 務 課 長  カ メ ラ に つ き ま し て は 、 今 は 目 視 で 校 内 を 巡 視 す る と い う 形

を取っておりますけれども、やはりあれだけ広い校舎の中を、管理職二
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人が目視でというのもなかなか難しい部分もあるだろうという話の中で、

例えば同様の事件が起きた名古屋市であるとか、それから横浜市である

とか、このあたりは赤外線を用いたカメラ発見器、これは電波を発する

カメラがセットされている、その電波を受信するものと、電波を発信し

ないけれどもレンズが置かれていて、そのレンズを探し出すもの、その

二つが合わさったものが現在市販されてございます。先般の文教委員会

の方でも、私の方からご答弁申し上げましたが、もう既にそれの購入検

討を進めておりまして、そういったものをテスト的に今年度入れて、来

年度は予算を要求して、各校に配備していくということを考えてござい

ます。 

前 田 委 員  本 当 に 大 変 な 対 応 を し て い た だ い て い る 中 だ と 思 い ま す け ど 、

ちょっと確認したいのが、 1 7 日の１時半に学校内の捜査があったとい

うことなのですけど、この時間帯は子どもがもういない時間帯だったの

か。学校の様子を知りたいというのが一つ。もう一つは、子どもと心理

士の面接があったというお話だったのですけど、子どもからどんな言葉

があったのかというのは、もし知ってらっしゃることがあればお伝えい

ただきたいなと思ったのと、多分保護者の方が動揺しそうだなと思いま

して、子どもがその後どのように家庭で会話されるのかなというのが心

配ではあるのですけれども、今の時点で何か子どもから出た言葉があれ

ば教えてください。 

庶 務 課 長  ま ず 、 学 校 の 現 場 検 証 の 時 の 様 子 で ご ざ い ま す 。 そ の 時 は 人

事・指導課長と柿添統括指導主事がちょっと繁忙だというところもござ

いまして、教育委員会の人間として私が現地に赴いたところでございま

す。実際には、警察は職員室の当該逮捕された教員の机と、あとはロッ

カー、それから担任を持っている教室にある机、その３か所を見たとい

う状況でございます。特段何の押収もされていないのですけれども、そ

の時間帯につきましては、例えば職員室を捜索する際には、先生方が授

業でいない時間帯、ちょうどお昼休みが終わって、各クラスに行った時、

そういった時に警察が探す。それの延長線上で、ロッカーも同じような

形で誰もいないところで探す。最後に４年生の教室、当該教員が担任を

行っていた教室も、子どもたちがいない状況の中で捜索を行っています。

ただ、時間帯的にはお昼が終わった後でございますので、子どもたちは

周りの教室にはたくさんいるような状況でございました。 
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教 育 相 談 担 当 課 長  全 員 面 談 で は 、 起 こ っ て 当 た り 前 の ス ト レ ス 反 応 と

いうのは見られていたそうですが、すぐに医療的なケアが必要な児童は

いないということで報告を受けています。また、大人については、緊急

支援後も何か困ったことがあれば教育相談室へご連絡くださいというこ

とで周知しているところです。以上です。 

前 田 委 員  あ り が と う ご ざ い ま す 。 子 ど も は 多 分 、 急 に 先 生 が い な く な

ってしまったということでびっくりすることもあるかと思うので、細や

かなケアを是非お願いしたいと思います。ありがとうございます。 

庶務課長  ほかはいかがでしょうか。では、教育長、お願いします。 

教 育 長  今 回 の 件 で は 、 ホ ー ム ペ ー ジ の 方 に 教 育 委 員 会 と し て 教 育 長 の

コメントを出させていただいたところであります。改めて区民の皆様に

は、杉並の教育に対しての信頼を裏切るようなことになってしまって、

本当に申し訳ないなという気持ちでいっぱいです。 

  特に昨今、教員によるこういった盗撮事案等の性犯罪というのは、も

うニュースに出ない時はないぐらいの状況の中で、この杉並でも出てし

まったのかということで大きな衝撃と、また杉並の先生がということで、

すごく大きな憤りを感じたところではあります。 

  もちろん、服務規律の遵守に徹底的に取り組むということ、それから

今、庶務課長からお話があったとおり、物理的にそういったことがない

よ う な 体 制 を し っ か り 取 っ て い く こ と は も ち ろ ん な の で す け れ ど も 、

1 9 日の臨時の校長会・副校長会の時には、先生方に、こういうことが

あると、杉並の先生はとか、小学校の先生はと一般化されて、ほとんど

多くの一生懸命やっている先生たち自身のプライドが傷ついたり、やる

気を失ってしまったりということにならないように、僕らは目の前の子

どもたちにしっかり向き合ってやっていきましょうと、そんな話をさせ

ていただいたところです。 

  一回傷ついた信頼を取り戻すというのは非常に難しいことではあるの

ですけれども、教育委員会が一丸となって、またしっかりと子どもに向

き合って信頼回復に努めていきたいと思っているところであります。以

上です。 

庶務課長  ほかはよろしいでしょうか。 

  それではないようですので、報告事項７番についての質疑を終わりま

す。報告事項は以上でございます。 
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教 育 長  続 き ま し て 、 日 程 第 ３ 、 大 川 委 員 よ り 行 政 視 察 の 報 告 を お 願 い

いたします。 

大 川 委 員  で は 、 大 川 か ら 簡 単 に 行 政 視 察 の 報 告 を さ せ て い た だ き ま す 。

今回、新潟市のアグリパークというところを視察させていただきました。

行ったのは今年の８月２日です。前日に新潟のコンベンションセンター

で文科省主催の研究協議会がありまして、そこで分科会ごとに各自治体

の教育委員と協議を行う、それが８月１日金曜日の午後にありましたの

で、それに参加した上でちょうど新潟まで行ったということから、今回

の施設を視察してきたということです。 

  ちなみにこの研究協議会の分科会では、不登校対策・いじめ対策のテ

ーマについて、魚沼市、松戸市、北区と杉並区、それから、学校部活動

の地域連携や地域クラブ活動への移行については、磐田市、松戸市、千

代田区、杉並区とそれぞれの自治体から現状の取組だとか問題点を共有

し合ってきました。ちょうどこの二つのテーマは、これまで区長との総

合教育会議でもやったところだったので、持っていった資料はうちが一

番多くて、杉並さんすごいですねと言われましたが、今日のためにこれ

を作ったのではないです、ということをお伝えした上で情報共有をして

きたということです。 

  今回、新潟市アグリパークをどうして視察の場所として選んだのかと

いうことですけれども、この施設は実は教育委員会がプログラムを作っ

ていて、学校の教育課程の中で小学校・中学校がここに実際に見学とい

うか、授業をここでやるという位置づけになっています。施設は新潟市

が新潟市教育委員会と協力して作って、そして実際の運営は指定管理者

がやるという公設民営型の施設という特色があります。別に杉並区で農

業教育とか畑を作ろうというわけではなく、例えば I M A G I N U S とか、同

じように公設民営みたいな形でやっているところがありますから、そこ

の連携とか苦労とか課題というのを見てこられるといいなと思ったとこ

ろです。 

  簡単にアグリパークの施設というのをご説明すると、新潟市内といっ

ても広いのですけれども、市内にあって、新潟駅から約 2 0 キロ、車で

一般道を含めて 3 5 分ぐらいで着くところ。敷地面積が４万平米と非常

に広いところです。ぱっと見た目は駐車場があって、即売所があって、

そしてピザが食べられるレストランがあったりするので、もう完全に観
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光の場所というイメージでした。ざっくりと左上の写真がピザ体験で、

観光客や子どもが来たら作って、窯に入れて焼けたら食べられるよと。

それから畑、ビニールハウスもあったりとか、牛それから羊、ヤギもい

ました。また、近隣の農家が作ったものが即売所として売っているとい

う状況でした。着いたのが 1 0 時で、1 1 時まで約１時間視察させていた

だいたのですけど、もう 1 0 時の段階でほぼ駐車場は満車で、1 1 時に終

わった時点では枝豆は売り切れという感じでした。ですから、地元の方

が結構買いに来ていたというようなところでした。 

  こういう観光の場所だけでなく、建物の中にはいわゆる教育のための

施設が整っていまして、中央下にあるのは調理実習ができる、学校の家

庭科室の大きいやつ、大体 1 0 0 人以上が同時に入れる大きな家庭科室

があって、上の掲示物は牛舎の横にあって、牛の肉が部位ごとにわかる

ものがあったり。そのほか、学習室みたいのがあって、当日も子どもた

ちが来ていました。 

  それで、ちゃんと私一人のためにこういうスライドを作って、施設長

さんがレクチャーをしてくれました。もちろんきちんと視察も受け入れ

ているところなので、既存のスライドを使ってレクチャーをしてくださ

ったという感じです。 

  レクチャーの内容をざっくりとかいつまんで言うと、関係機関として

まず教育委員会がアグリスタディプログラムという、本がこんなに分厚

いのですけど、中に指導内容がいっぱい書いてあります。小学校向けも

中学校向けも。これは教育委員会が作ったものです。市の農林水産部が

この建物を設置して、施設整備をして、そして市内の小中学校には宿泊

費、交通費を市の予算から出しているということです。そのほか、専門

家、補助者への謝金を農林水産部で負担し、指導主事も教育委員会から、

どういうルートなのか分からないですけれども、指導主事がちゃんとこ

の建物に常駐しているそうです。アグリパークで実際に指定管理者とし

て働いている人たちは、市の農林水産部の O B で、いわゆる運営に慣れ

ている、行政のこともよく知っている人がそこにいるというような感じ

でした。 

  このアグリスタディプログラムとはどういうものか。今、冊子が皆さ

んの手元に回っていると思いますけれども、ちゃんと学習指導要領に基

づいて、それぞれの教科の中に位置づけて、１日使って体験してもらう。
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宿泊体験もあったり、それから特別支援教室の人にも対応していて、特

別支援の子たちが宿泊して、そこで学んで帰っていくということまでや

ったりしているというようなことです。 

  内容がものすごく充実していて、作る時からちゃんとプロジェクトチ

ームを作って、指導主事さん、先生方が何回も何回も会議をやって作っ

て、そして改訂しているというような感じでした。なので、末尾の方に

スタッフがばっと書いてあるのですけれども、大学の先生、学校の先生

からが中心になって作っていることがわかります。 

  このプログラムの例を見ますと、牛を見学するというだけではなくて、

それを一つの単元でやるに当って、どういう流れになるか。ここの施設

のスタッフだけでなく、まず先生が導入でどういうお話をして、そして

スタッフの人に説明してもらって、牛さんから牛乳がもらえるとはどう

いうことなのかな、おっぱいが出るということは、お腹の中に赤ちゃん

がいる牛しかここにいないのだよね、ということを知ってもらうとか、

そういったことをちゃんと学べるような仕組みになっていて、ちゃんと

評価もできるようになっています。プログラムの見方などもちゃんと書

いてあって、これを牛舎の隣のところの丸太の切り株があるようなとこ

ろで、子どもたちに教えたりしながら進めていくということです。 

  これができたのが、新潟市が大型合併をして、そして新しい市長さん

を選ぶ前ぐらいから立ち上がったプロジェクトで、行政と市長さんとの

肝煎りのものとして立ち上げられたものです。ここまで、できてから十

何年やってきているので、学習の狙いは達成できている、市内の８割の

小中学生が来ていて、残り２割はこのプログラムを使って学校独自に農

園があったり、あと地元に農園があったりして、そこで同じことができ

るようにしているそうです。必ずしもここに来るだけが目的ではないプ

ログラムを作っているそうで、それがきちんと反映されているというよ

うなことが成果として伝えられました。 

  次に課題ですけど、冬の利用が、新潟は雪が降りますから、１月に来

園する学校がないと断言しています。寒すぎると。冬でもできることが

なかなかなくて、冬だからやりたいのだというプログラムを作りたいけ

ど、検討中ということだそうです。 

  ２年生の利用が多いのは、生活科に野菜栽培があり、授業が進むため

学校の先生も利用しやすい。なので、もっと学習指導要領との結びつき
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を強化していきたいということを言っていました。 

  このスライドになかった課題というか、施設長さんとお話ししていた

ところとしては、施設ができてもう 1 0 年、 1 5 年以上たつところで、建

物とか中の施設の更新の時期にあるそうです。今度はその予算取りが大

変ということと、あとスタッフ、能力と知識のある O B が来ているけれ

ども、それを次の世代でちゃんと確保できるかというところの課題があ

りますということを言っていました。 

  以上、本当に楽しく、１時間の濃厚な視察をすることができました。

もろもろご準備してくださった事務局の皆さん、本当にありがとうござ

いました。感謝しています。 

教育長  大川委員ありがとうございました。ご質問はいいですね。 

  それでは、冒頭に決定いたしましたとおり、ここからは非公開で審議

をさせていただきますが、その前に次回の定例会で取り上げる教育委員

提案議題のテーマについて、前田委員からご説明を頂きます。お願いし

ます。 

前 田 委 員  あ り が と う ご ざ い ま す 。 ５ 月 の 定 例 会 で 、 四 つ の テ ー マ を 順

番に扱っていくこととしていたのですけれども、本来は、次は教育 D X

の予定だったのですけど、９月に済美養護学校中学部が移転し、近々私

たちは視察の機会も頂いておりますので、次回の定例会では「区立特別

支援学校について」というテーマで実施させていただいて、教育 D X の

テーマは 1 1 月の定例会で扱わせていただけたらと思っております。 

  済美養護学校は都内唯一の区立の知的障害特別支援学校ということで、

そこから見えてくる杉並区の特別支援教育がどんなものかという特徴や、

今後の課題などについて、是非皆さんとお話ししていきたいなと思って

おります。なので、済美養護学校の概要が分かる資料や、あとは入学前

の就学相談から、あと学校でのカリキュラムなど、あと卒業後の進路に

ついても知りたいなと思っておりますので、そちらについてもご準備い

ただけると助かります。よろしくお願いいたします。 

教 育 長  あ り が と う ご ざ い ま し た 。 庶 務 課 長 、 連 絡 事 項 が あ り ま し た ら

お願いします。 

庶 務 課 長  今 後 の 教 育 委 員 会 定 例 会 で ご ざ い ま す け れ ど も 、 区 議 会 の ス

ケジュールの関係から 1 0 月の前半につきましては休会とさせていただ

きます。次回は日時が変則的になりますけれども、1 0 月 3 0 日木曜日の
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午前９時半からということで予定をさせていただきたいと思います。ど

うぞよろしくお願いします。 

  以上でございます。 

教育長  それでは傍聴の方、ご協力をお願いいたします。 

  それでは改めまして、議案の審議を行います。庶務課長、お願いいた

します。 

庶務課長  それでは、日程第１、議案第 7 9 号「杉並区立西宮中学校改築

及び併設１施設建設工事設計等業務受託者候補者選定委員会の設置につ

いて」を上程いたします。それでは、学校整備・支援担当部長からご説

明申し上げます。 

学校整備・支援担当部長  それでは、議案 7 9 号につきましてご説明申し

上げます。 

  本件は、先ほどご説明いたしました杉並区立西宮中学校と仮称コミュ

ニティふらっと宮前の改築整備に向けた取組のうち、設計事業者の選定

に関わるものでございます。本議案につきましては、杉並区プロポーザ

ル選定委員会条例に基づきまして、教育委員会の附属機関としてプロポ

ーザル選定委員会を設置するとともに、委員の委嘱及び任命を行うので

ございます。 

  委員会の名称は、「杉並区立西宮中学校改築及び併設１施設建設工事

設計等業務受託者候補者選定委員会」。設置目的は、杉並区立西宮中学

校改築及び併設１施設建設工事設計等業務を行う受託者候補者の選定に

関し必要な事項を調査審議するというものでございます。 

  設置期間は令和７年９月 2 5 日から、受託者候補者の選定を完了する

日までとなっております。 

  委員会委員の委嘱及び任命でございますが、区に勤務する以外の者に

つきましては、

ござい

ます。また、区に勤務する者につきましては、教育委員会事務局次長、

学校整備・支援担当部長、区民生活部長の３名でございます。 

  私からは以上です。議案の朗読は省略させていただきます。ご審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

庶 務 課 長  そ れ で は 、 た だ い ま の 説 明 に つ き ま し て 、 ご 意 見 、 ご 質 問 等
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ございますでしょうか。 

大 川 委 員  意 見 と い う か 、 さ っ き の 西 宮 中 の 報 告 事 項 を 読 ん で い て 、 ふ

とどこかで見た名前だなと思って。このプロポーザルの委員、まだ非公

開ということですけど、 が建築懇談会のメンバーに

含まれていますよね。 

  これというのは差し支えないのか、むしろ経過もよく知っているから、

ここの中に入ることが望ましいのか。その位置づけを教えていただけま

すか。 

学 校 整 備 ・ 支 援 担 当 部 長  今 、 後 か ら お っ し ゃ っ て い た だ い た と お り 、

これまでの経過や内容について詳しいということで選んでいるところで

す。他の先生は、これまで本件に直接は関係していないですけれども、

こういった分野に見識があるということで選んでいます。私が杉並第一

小学校をやった時も、やはり懇談会でやっていた委員の方に入っていた

だいて設計事業者を選定しているところがありますので、教育委員会と

してはそちらの方が望ましいと考えております。 

大 川 委 員  分 か り ま し た 。 こ れ ま で の い ろ い ろ な 話 合 い と か 経 緯 ま で ご

理解いただいている方に選んでいただくというのは重要だと思います。

よろしくお願いします。 

庶 務 課 長  ほ か に ご 意 見 等 ご ざ い ま す で し ょ う か 。 よ ろ し い で し ょ う か 。 

  それではないようですので、教育長、議案の採決をお願いいたします。

はい。 

教育長  それでは採決を行います。議案第 7 9 号につきましては、原案の

通り可決して異議ございませんか。 

（「異議なし」の声） 

教育長  異議がございませんので、議案第 7 9 号につきましては、原案の

とおり可決といたします。 

  それでは、以上で本日予定されておりました日程は全て終了いたしま

した。本日の教育委員会を閉会いたします。 




